
挑戦的研究等の研究計画調書登録について

科研費電⼦申請システムに研究計画調書を登録する際、研究種⽬に対応した様式（S‐○○）で
作成したファイルをアップロードします。
概要版と本体がわかれている「挑戦的研究（開拓・萌芽）」や、英語版・⽇本語版等の様式に
わかれている「特別推進研究」は、それぞれ指定された様式をアップロードしてください。

特別推進研究

挑戦的研究（開拓）

挑戦的研究（萌芽）

【よくあるお問い合わせ】
○様式が異なるのにファイルをアップロードできるのか？
通常は様式ごとでページ数が異なるため、電⼦申請システム上でアップロードする際にエラーが発⽣しま
すが、応募者側がページ数を加⼯することでアップロードできる場合があります。
なお、上記のように加⼯してアップロードしたものを提出した場合、「様式の改変」とみなされて審査に
付されない場合がありますので、必ず指定された様式で作成したものをアップロードしてください。

○挑戦的研究や特別推進研究以外に複数のファイルをアップロードする研究種⽬はありますか？
国際共同研究強化（B）の場合、様式S‐63‐1の他に様式S‐63‐2「Letter of Intent（同意書）」をアップロード
します。
研究成果公開促進費についても、計画調書（様式S‐51‐○）の他、⾒積書等をアップロードします。

○昨年度の様式で作成してもよいですか？
記載項⽬や指⽰内容が異なる場合がありますので、必ず最新の様式で作成してください。

研究計画調書の様式は、下記URLからダウンロードできます。
https://www.jsps.go.jp/j‐grantsinaid/13_seika/keikaku_dl.html


